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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
（
社
会

保
障
・
税
番
号
制
度
）
は
、
住
民

票
を
持
つ
全
て
の
方
に
異
な
る
12

桁
の
番
号
を
付
し
て
、
社
会
保

障
・
税
・
災
害
対
策
の
分
野
で
効

率
的
に
情
報
を
利
用
し
、
複
数
の

機
関
に
存
在
す
る
一
人
の
情
報
が

同
じ
情
報
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
活
用
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

申
請
時
に
必
要
な
課
税
証
明
書

な
ど
の
添
付
書
類
が
省
略
さ
れ
る

な
ど
、
行
政
手
続
が
簡
単
に
な
り
、

皆
さ
ん
の
負
担
が
減
り
ま
す
。

※

自
治
体
間
で
連
携
さ
れ
る
の
は
、

平
成
29
年
７
月
か
ら
。

　

国
や
自
治
体
な
ど
で
複
数
の
業

務
間
連
携
が
進
む
の
で
、
情
報
の

照
合
・
転
記
・
入
力
な
ど
に
か
か

る
時
間
や
労
力
が
軽
減
し
、
作
業

効
率
が
向
上
し
ま
す
。

　

所
得
や
ほ
か
の
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
受
給
状
況
を
把
握
し
や
す
く
な

る
た
め
、
負
担
を
不
当
に
免
れ
た

り
、
給
付
を
不
正
に
受
け
た
り
す

る
こ
と
を
防
止
し
、
本
当
に
困
っ

て
い
る
方
に
き
め
細
や
か
な
支
援

を
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

今
年
、
平
成
27
年
10
月
以
降
、

下
田
市
の
住
民
票
を
持
つ
方
一
人

一
人
に
12
桁
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

通
知
さ
れ
ま
す
。
中
期
在
留
者
や
、

　

特
別
永
住
者
な
ど
の
外
国
人
の

方
も
対
象
で
す
。

　

原
則
と
し
て
、
市
か
ら
住
民
票

の
住
所
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載

さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
を
送
付
し
ま

す
。
住
民
票
と
異
な
る
所
に
お
住

ま
い
の
方
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
漏
え
い
し
て

不
正
に
使
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る

場
合
を
除
い
て
、
一
生
変
更
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
市
に
申
請

す
る
こ
と
で
平
成
28
年
１
月
以
降
、

希
望
者
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

カ
ー
ド
の
表
面
に
は
氏
名
、
住

所
、
生
年
月
日
、
性
別
と
本
人
の

共
団
体
は
平
成
29
年
７
月
以
降
に

順
次
始
ま
り
ま
す
。

　

申
請
時
の
課
税
証
明
書
な
ど
の

添
付
の
負
担
が
省
略
さ
れ
、
利
便

性
が
向
上
し
ま
す
。

　

健
康
保
険
や
、
厚
生
年
金
の
手

続
、
源
泉
徴
収
の
手
続
で
従
業
員

な
ど
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
法
人
に
は
一
法
人
に
つ

き
一
つ
の
法
人
番
号
（
13
桁
）
が

指
定
さ
れ
、
登
記
上
の
所
在
地
に

通
知
さ
れ
ま
す
。

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
対
応
し
た
人

　

事
・
給
与
等
の
シ
ス
テ
ム
対
応

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
個
人
情

　

報
の
安
全
管
理
措
置
の
検
討

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
適
切
に
扱
う

　

た
め
の
従
業
員
研
修
や
社
内
規

　

定
づ
く
り

※

国
の
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員

　

会
が
定
め
て
い
る
「
特
定
個
人

　

情
報
の
適
切
な
取
扱
い
に
関
す

　

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
事
業
者
編
）」

　

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

顔
写
真
、
裏
面
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
が
記
載
さ
れ
、
本
人
確
認
の
身

分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

　

自
治
体
に
よ
っ
て
受
け
ら
れ
る

サ
ー
ビ
ス
は
違
い
ま
す
が
、
カ
ー

ド
に
搭
載
さ
れ
る
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
、

電
子
証
明
書
を
活
用
し
、
様
々
な

利
用
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
を
は
じ
め
、

各
種
電
子
申
請
で
利
用
で
き
ま
す
。

※

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
お
持

　

ち
の
方
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド

　

交
付
時
に
返
却
し
て
い
た
だ
き

　

ま
す
。

　

平
成
28
年
１
月
以
降
、
次
の
よ

う
な
社
会
保
障
、
税
、
災
害
対
策

の
行
政
手
続
で
必
要
に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
法
律
や
自
治
体

の
行
政
手
続
で
し
か
使
用
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

各
機
関
の
情
報
連
携
は
、
国
は

平
成
29
年
１
月
以
降
に
、
地
方
公

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
に
よ
り

次
の
よ
う
な
効
果
が

期
待
さ
れ
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は

　

   

い
つ
導
入
す
る
の
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は

　
　

一
生
使
う
も
の
で
す

個
人
番
号
カ
ー
ド
は

　

      

何
に
使
え
る
の
？

行
政
の
効
率
化

公
平･

公
正
な
社
会
の
実
現

国
民
の
利
便
性
の
向
上

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）は

い
つ
か
ら
使
え
る
の
？

民
間
事
業
者
の
方
々
も

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
扱
い
ま
す

民
間
事
業
者
の
方
々
に
は

制
度
が
始
ま
る
前
に

準
備
を
お
願
い
し
ま
す

①
年
金
を
受
給
す
る
と
き

②
健
康
保
険
を
受
給
す
る
と
き

③
毎
年
６
月
に
児
童
手
当
の
現
況

　

届
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き

④
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

　

の
確
定
申
告

⑤
税
や
社
会
保
障
の
手
続･･･

な
ど

　　　　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
情
報
漏
え
い

を
防
ぐ
た
め
、
個
人
情
報
を
一
元

管
理
せ
ず
、
年
金
情
報
は
年
金
事

務
所
、
税
の
情
報
は
税
務
署
、
と

い
っ
た
よ
う
に
、
従
来
通
り
分
散

し
て
管
理
し
ま
す
。

　

ま
た
、
自
分
の
個
人
情
報
を
「
誰

が
、
い
つ
、
な
ぜ
や
り
と
り
し
た

の
か
」
を
確
認
す
る
手
段
と
し
て
、

平
成
29
年
１
月
か
ら
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
（
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ

ス
テ
ム
）
が
稼
働
予
定
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
個
人
情

報
の
収
集
や
保
管
は
禁
止
さ
れ
ま

す
（
法
律
に
規
定
が
あ
る
も
の
は

除
く
）。

　

他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正

に
入
手
し
た
り
、
他
人
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
取
り
扱
う
人
が
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を

他
人
に
不
当
に
提
供
し
た
り
す
る

と
、
処
罰
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
他
人
に

提
供
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
！

個
人
情
報
が
外
部
に

漏
れ
る
可
能
性
は
？

問
合
せ
先

企
画
財
政
課
行
革
推
進
係

☎
㉒
２
２
１
２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が

　
　
　
　
　
　
　

始
ま
り
ま
す

マイナンバー

制度の

今後の流れ

① 平成 27 年 10 月～平成 27 年 10 月～

マイナンバーの通知マイナンバーの通知
（通知カード（通知カード）を住民票を住民票
の住所へ送付開始の住所へ送付開始

① 平成 27 年 10 月～

マイナンバーの通知
（通知カード）を住民票
の住所へ送付開始

② 平成 28 年 1 月～成 28 年 1 月～

○社会保障・税・災害○社会保障・税・災害
　対策の手続きで個人　対策の手続きで個人
　番号の利用開始　番号の利用開始

○申請者に個人番号カ○申請者に個人番号カ
　ードを送付　ードを送付

② 平成 28 年 1 月～

○社会保障・税・災害
　対策の手続きで個人
　番号の利用開始

○申請者に個人番号カ
　ードを送付

③ 平成 29 年 1 月～成 29 年 1 月～

国の行政機関の間で情国の行政機関の間で情
報連携を開始報連携を開始

③ 平成 29 年 1 月～

国の行政機関の間で情
報連携を開始

④ 平成 29 年 7 月～成 29 年 7 月～

地方公共団体なども含地方公共団体なども含
めた情報連携を開始めた情報連携を開始

④ 平成 29 年 7 月～

地方公共団体なども含
めた情報連携を開始

マイナンバーの通知について

住民票があるすべての方が対象です。
住民票の住所にマイナンバーの通知カードが届きます（順次）。
住所登録や変更が済んでいない方は市民保健課市民係（窓口②）で手続してください。

通知カード（すべての方に送付）

記載事項

・マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別

※身分証明書としては利用できません。

・個人番号カードを申請するときや、マイナンバーの確認を

　するときに必要になりますので、なくさないでください。

個人番号カード（希望者に交付）

国のマイナンバーコールセンターまで

9：30 ～ 17：30（土日祝日、年末年始を除く）

☎0570-20-0178（外国語 ☎0570-20-0291）

マイナンバー制度に関するお問い合わせは

　平成 27年 10 月から順次、住民票の住所に送られるマイナ
ンバーを通知するためのカードです。

※一部 IP 電話で上記ダイヤルにつながらない場合は、☎050-3816-9405 におかけください。
※外国語は英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。

　平成 28年１月から希望者に交付されるカードです（顔写真
付き IC カードです）。

記載事項

マイナンバー、氏名、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真

※マイナンバーの確認時のほか、公的な身分証明書、e-tax の

　電子申請などで利用ができます。

表面（案） 裏面（案）

表面（案） 裏面（案）


